
京都工芸美術作家協会会則

第１条 本会は工芸美術の振興と文化の向上を図り、あわせて産業の発展にも寄与する

ことを目的とする。

第２条 本会は京都工芸美術作家協会と称する。

第３条 本会は京都府内に創作活動の拠点を置く工芸作家をもって組織する。

第４条 本会の事務局は京都府文化芸術課に置く。

第５条 本会は第１条に定める目的を達成するために次の事業を行う。

（１）展覧会の開催

（２）研究会、見学会の開催

（３）会員の福利厚生に関すること

（４）各団体との連携その他本会の目的を達成するために必要な事業

第６条 本会に次の部を置く。

（１）染織部

（２）陶芸部

（３）漆芸部

（４）金工部

（５）諸工芸部

第７条 本会に次の役員を置く。

（１）理事長 １名

（２）副理事長 若干名

（３）理事 若干名

（４）監事 ２名

２ 理事は各部毎に選出し、総会の承認を受ける。

３ 理事長、副理事長は理事の互選で定める。

４ 監事は総会において選出する。

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

第９条 本会に顧問及び参与を置くことができる。

２ 顧問及び参与は理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。

第10条 本会の事務処理をするため、事務局長及び書記を置く。

事務局長及び書記は京都府文化芸術課職員から選任し、理事会の議決を経て、

理事長が委嘱する。

第11条 本会の会議は総会及び理事会とする。

２ 総会は毎年１回理事長が招集する。

３ 理事会は理事長が必要と認めたとき、これを理事長が招集する。

第12条 本会の経費は会費、臨時会費及び寄付金並びにその他の収入をもって充てる。

２ 会費は年額8,000円とする。

第13条 本会の会計年度は毎年７月１日に始まり翌年６月３０日に終わる。

第14条 本会に加入する工芸作家は理事、顧問又は参与の推薦を得て所定の加入申請書

を理事長あて提出し、理事会の承認を得なければならない。

２ また、本会から退会する工芸作家は、理事長あてに退会届を提出し、理事会の

承認を得なければならない。



第15条 会員が次の各号の一に当たるときは理事会の議決により除名するものとする。

（１）本会の事業を妨げる行為のあった場合

（２）会費を３年以上滞納した場合

第16条 本会則に定めるもののほか本会の運営に関し必要な事項は理事会の議決を経て

執行する。

附 則

この改正会則は昭和39年７月１日から適用する。

附 則

この改正会則は昭和57年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成4年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成9年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成10年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成12年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成18年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成24年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成27年７月１日から適用する。

附 則

この会則は平成30年７月１日から適用する。

附 則

この会則は令和元年７月１日から適用する。

附 則

この会則は令和２年７月１日から適用する。


